
区分変更が必要か

   
労働時間を見直し

        

手続き不要で資格継続

                              

                            R3.8.2 労働新聞より

問

1 年間の有期雇用をする従業員の週所定労働時間を期間満了のタイミングで見直すことになり

ました。古参の従業員から、雇用保険は区分変更の手続きが必要だとの意見がありました。

どうなのでしょうか。

答

雇用保険の一般被保険者の資格取得手続きをするうえで、週 30時間以上と、20時間以上 30

時間未満で区分が異なります。様式をみると、週 30 時間以上は、「その他」（フルタイム

の常用労働者）や「有期契約労働者」になる可能性があり、週 20 時間以上 30 時間未満は、

「パートタイム」といった形です。パートは、週の所定労働時間が、同一の適用事業の通常

の労働者に比べて短く、かつ、30 時間未満をいいます。（雇保法６条１号の２）。平成 19 年の

雇保則改正までは被保険者の種類に関して「区分変更」がありましたが、現在、短時間・短

時間以外の区分はなくいずれも一般となります。本件に関しても手続き規定は見当たりませ

ん。その他、有期契約の契約期間の終了ではありますが、週 20時間以上で次の雇用が開始さ

れることが見込まれる場合は、被保険者資格は継続です（雇用保険業務取扱要領）。


